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新型コロナウイルス感染拡大防止対策の再徹底のお願いについて（通知） 

 
日頃、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に御協力いただきありがとうございます。

各施設・事業所におかれましては、従前から周知及びお願いしている「社会福祉施設等 

における感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和 2 年 4 月 7 日付厚生労働

省健康局ほか事務連絡、介護保険最新情報 Vol.808）、「新型インフルエンザ等緊急事態宣

言に伴う措置の変更と高齢者福祉施設等の対応について」（令和 2 年 5 月 22 日付け高第 

385 号）、「新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底のお願いについて（通知）」（令和 2 

年 7 月 10 日付け高第 679 号）及び「新型コロナウイルス対応状況チェックリスト」を活用

し、感染症防止対策を講じたうえで事業を継続していただいているところです。 

しかしながら、県内の高齢者施設等において、引き続き感染者が発生しているとともに、こ

れまで感染者が発生した施設や通所事業所において、発熱等の症状がある職員が、代理の

職員がいないなどの理由から、出勤しサービスを提供していたり、発熱等の症状がある利

用者が事業所を利用していたなどの事例が認められています。 

こうしたことにより、感染を拡大させることが懸念されることから、改めて、下記事項

に留意し、感染防止対策の再徹底をお願いいたします。 

 

記 

 
１ 従来、相談や受診の目安として体温 37.5 度が示されていましたが、現在ではこの目安は

示されていないことから、平熱と比べて高い時は出勤を行わないこと 

 

２ 職員は出勤前に体温を計測し記録するとともに、職員及びその家族が少しでも体調不

良の場合は自宅待機すること。また、出勤時にも体温を計測し、施設等においても職

員の体温等の記録を残すとともに、体調不良の場合は速やかに帰宅させること 



３  必ず出勤を求められる職種については、代替職員をあらかじめ確保するなど、発熱時 

 に出勤することがないよう配慮すること。 
 

４  感染者が発生してもなお、継続してサービスの提供を行う場合において、臨時的な職 

 員配置が困難な時は、法人内で応援職員を派遣するなどの対応を検討すること 
 

５  職員が感染源とならないよう、業務時間外も含め「三つの密」が生じる場を徹底して

避けること 

 

６ 症状がなくても患者、利用者、他の職員等と接する際にはマスクを着用すること 

 
７ 手洗い・手指消毒・うがい・換気などを徹底すること 

 
８ パソコンやエレベーターのボタンなど複数の者が触れるものは定期的に消毒すること 

 
９  食堂や詰め所でマスクをはずして飲食する場合、時間をずらしたり、他の職員と一定

の距離を保つこと 

 

10 チェックリストによる定期点検を行うこと 

 

 

 

 

 
 
問い合わせ先 

市川市 福祉政策課 

電話；047-712-8548 

Email：shisetsu-g@city.ichikawa.lg.jp 
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確認日時 確認者

施設名 施設対応者

施設種別 併設施設

所在地 連絡先

定員数 入所者数

NO チェック

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

14 □

15 □

16 □

17 □

18 □

来所者への周知

面会等の制限

面会時の検温

食事時の対応
食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従事者と一定
の距離を保っている。

物品の受渡しは玄関などの限られた場所とし、施設内に立ち入る場合
は、検温し発熱が認められる場合は入館を禁止している。

名 名

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　時

新型コロナウイルス対応状況チェックリスト（高齢者施設用）Ver.3

特養・養護・軽費・老健・その他（　　　　　　　　）

マスクの着用

消毒用アルコール

うがい、手洗い等

緊急、やむを得ない場合を除き、面会を制限している

施設入口で体温を計測し、発熱が認められる場合は、面会を禁止して
いる。

健康管理の徹底

公共交通機関の利用制限

項目

受診の目安等の理解

確認事項 特記事項

施設内でのマスク着用を徹底している。
症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用している。

実習生、ボランティア等の受入れを休止している。

貴施設の自己確認にご使用ください。

施設に入る際や介護時に消毒用アルコールを徹底している。
パソコンやエレベーターのボタンなどの複数の従事者が共有するもの
は定期的に消毒をしている。

うがい、手洗い、咳エチケット等を徹底している。

感染防止

利用者への対応

各自、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には、出勤を
行わないことを徹底している。
職員及びその家族は、日々の体調を把握して職員又はその家族が少し
でも調子が悪ければ当該職員は自宅待機している。

極力、公共交通機関を利用しての出勤を制限、又は時差出勤を奨励し
ている。

会議等への出席の制限

マスクの着用

消毒用アルコール

うがい、手洗い等

職員への対応

施設入口やトイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒を徹底してい
る。

うがい、手洗い、咳エチケット等を徹底している。

来所者、委託業者等への対応

ボランティア等の対応

委託業者への対応

日々の健康管理の徹底
健康状況を把握するため、1日2回以上検温を行い、発熱等がある場合
は、原則個室に移している。

不要不急の来所を遠慮していただくよう、周知している。

発熱者が出た場合の対応を理解している。（高齢者、基礎疾患を抱える
者は、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合は、すぐに保
健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に連絡し指示
を受ける。）

感染が疑われる場合は、呼吸状態により着用が難しい場合を除き、原
則としてマスクを着用してもらうほか、手洗いやうがい等を徹底し、感染
防止に努めている

不要不急の会議等への出席を制限している。

施設内でのマスク着用を徹底している。
症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用している。
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NO チェック項目 確認事項 特記事項

□

□

20 □

21 □

22 □

23 □

24 □

25 □

26 □

27 □

28 □

29 □

30 □

19 デイ利用者等の対応 デイサービスや短期入所の利用者と、施設の利用者との接触がないよ
うに、入口や導線を分けるようにしている。また、デイサービスや短期入
所の利用者の担当職員と、施設の利用者の担当職員を分けるようにし
ている。

施設における感染症防止対策

今回の新型コロナ対策として、配置医師、看護師、協力医療機関と感染
症発生時の対応を協議している。

発生が疑われる際の対応
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施する体制づくりをしている。

消毒用アルコールの設置

集まる機会の制限

手すり等の消毒

人混みへの外出自粛 不用不急の人混みへの外出の自粛を要請している。

発生時の受診先 感染症発生時の受診医療機関が決められている。

衛生用品等の確保

感染が疑われる者が発生した場合の連絡先を把握している。（保健所
等、帰国者・接触者相談センター、市町村、県等）また、連絡先を職員が
分かる場所に掲示している。

イベントの中止

保健所等の連絡先

感染症発生に備えた体制整備

対応マニュアル等

発生時の対応協議

デイサービスや短期入所などを併設している場合、送迎車に乗車する
前に、本人・家族又は職員が体温を測定し、発熱が認められる場合は、
利用を断ったり受診を勧めている。

外部の者も参加するイベント等を中止している。

感染症発生時の対応マニュアル（国・県で公表しているマニュアルも含
む。）等を、備え置きしている。また、職員に対し周知している。

施設入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒の徹底を呼び掛
けている。

マスク、消毒液、手袋、ゴーグル、ガウン等が確保できている。

レクリエーションなどで多数の利用者が集まる機会を減らしている。

利用者が日常触れる、手すり等の消毒を徹底している。
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確認日 事業所番号

事業所名 確認者

住所 電話番号

サービス
種別

併設事業所

定員

チェック

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

貴事業所の自己確認用にご使用ください

食事時の対応
食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従事者と一定の
距離を保っている。

うがい、手洗い、咳エチケット等の徹底をお願いしている。

来所者、委託業者等への対応

マスクの着用
施設内でのマスク着用を徹底している。
症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用している。

　有　（事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスの種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　無

名×　　単位

会議等への出席の制限 不要不急の会議等への出席を制限している。

　通所サービス、短期入所サービス

現在の利用者数

健康管理の徹底

各自、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には、出勤を行
わないことを徹底している。
職員及びその家族は、日々の体調を把握して職員又はその家族が少し
でも調子が悪ければ当該職員は自宅待機している。

公共交通機関の利用制限
極力、公共交通機関を利用しての出勤を制限、又は時差出勤を奨励し
ている。

うがい、手洗い等 うがい、手洗い、咳エチケット等を徹底している。

人混みへの外出自粛 不要不急の人混みへの外出の自粛を要請している。

新型コロナウイルス対応状況チェックリスト(通所・ショート）　Ver.3

令和　　　年　　　月　　　日

項目 確認事項 特記事項

職員への対応

マスクの着用
施設内でのマスク着用を徹底している。
症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用している。

消毒用アルコール
施設に入る際や介護時に消毒用アルコールを徹底している。
パソコンやエレベーターのボタンなどの複数の従事者が共有するものは
定期的に消毒をしている。

消毒用アルコール 入口やトイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒を徹底している。

委託業者への対応
物品の受渡しは玄関などの限られた場所とし、施設内に立ち入る場合は
検温し、発熱が認められる場合は入館を禁止している。

通所前の検温
朝、自宅で検温した結果の連絡をもらう。送迎の場合は送迎車に乗車す
る前に検温する。発熱が認められる場合には、利用を断る。

来所者への周知

利用者への対応

受診の目安等の理解

発熱者が出た場合の対応を理解している。（高齢者、基礎疾患を抱える
者は、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合は、すぐに保
健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、指示
を受ける。）

上記事項の徹底
上記の事項について、職員に徹底するための工夫をしている。
（例　　事業所内に張り紙をする。毎朝チェックさせる等）

不要不急の来所を遠慮していただくよう、周知している。

ボランティア等の対応 実習生、ボランティア等の受入れを自粛している。

うがい、手洗い等
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チェック項目 確認事項 特記事項

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

廃棄物（使用済みのティッシュペーパーやマスク等）は、直接触れないよ
うにして適切に処理している。

衛生用品等の確保 マスク、消毒液、手袋、ゴーグル、ガウン等が確保できている。

廃棄物の処理

換気の実施 定期的に窓を開け、換気を実施している。

手すり等の消毒 利用者が日常触れる、手すり等の消毒を徹底している。

事業所内の清掃の実施 事業所内をこまめに清掃している。

施設における感染症防止対策

人混みへの外出自粛 不要不急の人混みへの外出の自粛を要請している。

日中の健康状況を把握し、発熱が認められる場合は、原則個室に移し
ている。家族に連絡して迎えを待つ。

感染防止
感染が疑われる場合は、呼吸状態により着用が難しい場合を除き、原則
としてマスクを着用してもらうほか、手洗いやうがい等を徹底し、感染防
止に努めている

施設入口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、消毒の徹底を呼び掛
けている。

体調把握

消毒用アルコールの設置

利用者ごとに一定の間隔を確保する。

勤務体制を見直して、複数事業所の兼務や交流を中止する。

現状のサービス提供時における工夫の例

職員と利用者との接触の減少

職員間の接触の減少

利用者同士の接触減少

事業所間の兼務等の見直し

項目 対応例 特記事項

イベントの中止

職員が受け持つ利用者を明確に定めるとともに、１人の利用者にできる
限り複数の職員が接触することがないよう調整する。

メール等を利用した打ち合わせの実施や、休憩、食事をとる時間や場所
を分ける。

発生時の対応協議
今回の新型コロナ対策として、配置医師、看護師等と感染症発生時の対
応を協議している。

発生が疑われる際の対応
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健所
の指導の下、感染対策を実施する体制づくりをしている。

対応マニュアル等
感染症発生時の対応マニュアル（国・県で公表しているマニュアルも含
む。）等を備え置きしている。また、職員に対し周知している。

外部の者も参加するイベント等を中止している。

集まる機会の制限 レクリエーションなどで多数の利用者が集まる機会を減らしている。

感染症発生に備えた体制整備

保健所等の連絡先
感染が疑われる者が発生した場合の連絡先を把握している。（保健所
等、帰国者・接触者相談センター、市町村、県等）また、連絡先を職員が
分かる場所に掲示している。
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